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麻薬管理者講習

長崎県 薬務行政室

長崎県薬務行政室
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向精神薬の取扱い

長崎県薬務行政室
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向精神薬：種類

※その他、第３種向精神薬がある。
長崎県薬務行政室

（R3.6月現在）
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向精神薬：保管

①診療施設内の人目につかない場所で保管すること。
②保管する場所は、業務従事者が実地に盗難の防止に必要
な注意をしている場合以外は、かぎをかけた設備内で行う
こと。

向精神薬は、次により保管しなければなりません。

ペンタゾシン、ブプレノルフィン等の向精神薬注射剤については、特に乱用・盗難のおそ
れが高いので保管管理を厳重にし、不正使用や盗難防止に一層留意してください。

ａ） 調剤室や薬品倉庫に保管する場合で、夜間、休日で保管場所を注意する者がいない 場
合は、その出入口にかぎをかけること。日中、業務従事者が必要な注意をしている場合以外
は、出入口にかぎをかけること。

ｂ） ロッカーや引き出しに入れて保管する場合も、夜間、休日で必要な注意をする者が い
ない場合には、同様に、ロッカーや引き出しあるいはその部屋の出入口のいずれか にかぎを
かけること。

長崎県薬務行政室
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向精神薬：廃棄

●向精神薬を廃棄するときは、麻薬
のように届出等は必要ありませんが、
第１種向精神薬及び第2種向精神薬を
廃棄したときは記録してください。

●向精神薬を廃棄するときは、焼却、
希釈等回収が困難な方法により行っ
てください。

長崎県薬務行政室
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向精神薬：事故

末・散剤・顆粒剤 100g（包）

錠剤・座剤・

カプセル剤
120個

注射剤
10アンプル

（バイアル）

内用液剤 10容器

【届出】

• 右の数量以上の滅失、
紛失等が生じたとき

• 盗難、強奪、脅取又
は詐欺の場合

→すみやかに届出

【不要】

• 破損、汚染にかかる
事故

※ＯＤフィルム剤は錠剤

長崎県薬務行政室
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向精神薬：記録

次の表に掲げる向精神薬（第１種、第２種向精神薬）を譲り
受け、譲り渡し、又は廃棄したときは、次の事項を記録し、
２年間保存しなければなりません。

(1) 向精神薬の品名（販売名）、数量、年月日
(2) 譲り受け又は譲り渡しの相手方の営業所等の名称・所在地

【注意】

①患者へ向精神薬を譲り渡したとき、患者又はその相続人等から向精神薬の返却を受け
たとき、あるいは返却を受けたものを廃棄したときは、記録の必要はありません。

②伝票の保存をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記録されていない伝
票とは別に綴ってください。

③第３種向精神薬については、記録義務はありませんが、譲受について記録し、定期的
に在庫確認をすることが望ましいです。

長崎県薬務行政室
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ご清聴ありがとうございました。

長崎県薬務行政室


